
別紙１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

第３章 船舶及び航空機 

 

（「その他やむを得ない事故がある場合」の例示等） 

20―５ 法第 20 条第１項ただし書にいう「その他やむを得ない事故がある

場合」とは、例えば、次に掲げる場合をいう。ただし、外国貿易船等が次

に掲げる場合に該当し、不開港に入港した場合において、その出港の時ま

でにそれぞれに掲げる場合の事情に照らして当然に必要とされる貨物、船

（機）用品、携帯品等以外の積卸しをすることとなったときは、同条第１

項の規定による不開港への出入の許可を要することとなるので、留意す

る。 

   （省略） 

   天候の悪化による予定航路の変更又はその他予期しなかった事情によ

り船用品が不足したため緊急に補給する必要がある場合 

  ～  （省略） 

   入港しようとする開港のけい留場所が満船のため不開港においてバー

ス待ちをする必要がある場合若しくは積荷の準備等の都合により入港し

ようとする開港に近接する不開港においてバース待ちをする必要がある

場合（当該開港の港域が狭隘であることにより当該不開港においてバー

ス待ちをすることがやむを得ないと認められる場合に限る。）又は曳船

待ちをする必要がある場合（当該バース待ちによって生じた理由により

当該船舶の旅客又は乗組員が船陸交通を行う場合を含む。） 

  及び  （省略） 

   外国貿易機が天候の悪化、故障、燃料の不足、到着予定港の事情、そ

の他事前に予想できない緊急の事情により税関空港以外の場所に着陸す

ることが必要になった場合 

  及び  （省略） 

 

第６章 通関 

 

第４節 特殊輸入通関 

 

第３章 船舶及び航空機 

 

（「その他やむを得ない事故がある場合」の例示等） 

20―５ 法第 20 条第１項ただし書にいう「その他やむを得ない事故がある

場合」とは、例えば、次に掲げる場合をいう。ただし、外国貿易船等が次

に掲げる場合に該当し、不開港に入港した場合において、その出港の時ま

でにそれぞれに掲げる場合の事情に照らして当然に必要とされる貨物、船

（機）用品、携帯品等以外の積卸しをすることとなったときは、同条第１

項の規定による不開港への出入の許可を要することとなるので、留意す

る。 

   （同左） 

   天候の悪化による予定航路の変更又はその他予期しなかつた事情によ

り船用品が不足したため緊急に補給する必要がある場合 

  ～  （同左） 

   バース待ち又は曳船待ちをする必要がある場合（当該バース待ちによ

つて生じた理由により当該船舶の旅客又は乗組員が船陸交通を行う場合

を含む。） 

 

 

 

 

  及び  （同左） 

   外国貿易機が天候の悪化、故障、燃料の不足、到着予定港の事情、そ

の他事前に予想できない緊急の事情により税関空港以外の場所に着陸す

ることが必要になつた場合 

  及び  （同左） 

 

第６章 通関 

 

第４節 特殊輸入通関 
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（旅具通関扱いをする貨物の輸入申告） 

67―４―10 旅具通関扱いをする貨物の輸入申告手続については、次によ

る。 

   本邦に入国する旅客及び航空機の乗組員の携帯品の輸入申告は、その

旅客及び航空機の乗組員が行う「携帯品・別送品申告書」（Ｃ－5360）

Ａ面の各項目を記入した当該申告書１通の税関への提出によるものと

し、当該申告書を活用して、適正かつ迅速な通関を図ることとする。な

お、国賓等に係る携帯品であってあらかじめ税関に申告事項が報告され

ている場合等、税関において監視取締上支障がないと認めたときは、口

頭による申告を認めることとする。 

   また、当該旅客及び航空機の乗組員の携帯品の数量又は価格が定率法

第 14 条第 7 号又は第 8 号の規定に基づく免税の基準を超過している場

合等の輸入申告は、「携帯品・別送品申告書」Ａ面のほかそのＢ面に所

要事項を記入したものの税関への提出によるものとする。ただし、別送

品がある場合は下記(3)による。 

   （省略） 

   旅客及び航空機の乗組員に別送品がある場合の輸入申告は、その入国

の際に、Ａ面のほかそのＢ面に所要事項を記入した「携帯品・別送品申

告書」２通の税関への提出によるものとし、税関において当該申告書を

受理したときは、うち 1通に確認済の旨を記載して申告者に交付する。 

   旅客及び航空機の乗組員が別送品を輸入する場合の申告は、上記(3)

により税関の確認を受けた「携帯品・別送品申告書」の税関への提出に

よるものとし、税関において別送品の全部の通関を認めたときは、その

旨を当該申告書に記載し整理保管する。また、別送品の一部の通関を認

めたときは、当該申告書に、通関年月日、通関数量その他所要事項を記

載して申告者に返還し、別送品の全部の通関を認めたときは、その旨を

当該申告書に記載し整理保管する。 

   なお、上記(3)による「携帯品・別送品申告書」の確認がない場合で

あっても明らかに身回品と認められるもの又は数量が少ないものについ

ては、実情に応じ旅具通関を認めて差し支えない。 

   上記 において税関へ提出する「携帯品・別送品申告書」は、原則と

（旅具通関扱いをする貨物の輸入申告） 

67―４―10 旅具通関扱いをする貨物の輸入申告手続については、次によ

る。 

   本邦に入国する旅客及び航空機の乗組員の携帯品の輸入申告は、その

旅客及び航空機の乗組員が行う「携帯品・別送品申告書」（Ｃ－5360）

Ａ面の各項目を記入した当該申告書１通の税関への提出によるものと

し、当該申告書を活用して、適正かつ迅速な通関を図ることとする。な

お、国賓等に係る携帯品であってあらかじめ税関に申告事項が報告され

ている場合等、税関において監視取締上支障がないと認めたときは、口

頭による申告を認めることとする。 

   また、当該旅客及び航空機の乗組員の携帯品の数量又は価格が定率法

第 14 条第 7 号又は第 8 号《携帯品の無条件免税》の規定に基づく免税

の基準を超過している場合等の輸入申告は、「携帯品・別送品申告書」

Ａ面のほかそのＢ面に所要事項を記入したものの税関への提出によるも

のとする。ただし、別送品がある場合は下記(3)による。 

   （同左） 

   旅客等に別送品がある場合の輸入申告は、その入国の際に、その旅客

等が行うＡ面のほかそのＢ面に所要事項を記入した「携帯品・別送品申

告書」２通の税関への提出によるものとし、税関において当該申告書を

受理したときは、うち 1通に確認済の旨を記載して申告者に交付する。  

   旅客等が別送品を輸入する場合の申告は、上記(3)により税関の確認

を受けた「携帯品・別送品申告書」の税関への提出によるものとし、税

関において別送品の全部の通関を認めたときは、その旨を当該申告書に

記載し整理保管する。また、別送品の一部の通関を認めたときは、当該

申告書に、通関年月日、通関数量その他所要事項を記載して申告者に返

還し、別送品の全部の通関を認めた際にその旨を記載し整理保管する。 

   なお、上記(3)による「携帯品・別送品申告書」の確認がない場合で

あっても明らかに身回品と認められるもの又は数量が少ないものについ

ては、実情に応じ旅具通関を認めて差し支えない。 

 

 



別紙１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 3  

改正後 改正前 

して原本とする。ただし、「携帯品・別送品申告書」の確認を受けた官

署と別送品を通関する官署が異なる場合で、別送品の全部を至急通関す

る必要があり、関税の徴収上別段の支障がなく、原本を提出できないこ

とについてやむを得ないと認められる場合には、当該申告書の写しを通

関官署に提出することを認めて差し支えない。なお、この際の申告書の

提出は、税関の指定するファクシミリ装置に送信することなどにより行

うことができるが、税関が必要と認める時までに原本を提出することと

する。 

   託送品の場合又は携帯品若しくは別送品であって旅客等が輸入許可書

の発給を要求する場合は、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申告

書」（Ｃ－5340）2 通の提出を求め、輸入の許可を行ったときは、うち 1

通にその旨を記載して申告者に交付する。 

   船舶又は航空機の資格内変の際の残存船（機）用品、不用船（機）用

品又は主要食糧等の荷粉であって、旅具通関を行うものについては、

「不用・残存船（機）用品等輸入・取卸申告書」（Ｃ－5375）2 通の提出

を求め、輸入の許可を行ったときは、うち１通にその旨を記載して申告

者に交付する。 

   法第 70 条第 1 項又は第 2 項の規定による許可･承認等又は検査の完了

若しくは条件の具備を必要とするものについては、これを証する書類を

確認する。 

 

第 7 節 知的財産侵害物品（輸出） 

 

（輸出差止申立ての受理前の公表等） 

69 の４―６ 前記 69 の４―２の規定に基づき提出された「輸出（積戻し）

差止申立書」の記載事項及び添付資料に不備がないことを確認したとき

は、速やかに以下の事務を行うものとする。 

  及び  （省略） 

   侵害すると認める理由の開示 

   申立先税関の本関知的財産調査官は、侵害すると認める理由（申立人

が提出した侵害の根拠となる鑑定書等）を、利害関係者から開示の要請

 

 

 

 

 

 

 

 

   託送品の場合又は携帯品若しくは別送品であって旅客等が輸入許可書

の発給を要求する場合は、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申告

書」（Ｃ－5340）2 通の提出を求め、輸入の許可を行ったときは、うち 1

通にその旨を記載して申告者に交付する。 

   船舶又は航空機の資格内変の際の残存船（機）用品、不用船（機）用

品又は主要食糧の荷粉であって、旅具通関を行うものについては、「不

用・残存船（機）用品等輸入・取卸申告書」（Ｃ－5375）2 通の提出を求

め、輸入の許可を行ったときは、うち１通にその旨を記載して申告者に

交付する。 

   法第 70 条第 1 項又は第 2 項《他法令の確認》の規定による許可･承認

等又は検査の完了若しくは条件の具備を必要とするものについては、こ

れを証する書類を確認する。 

 

第 7 節 知的財産侵害物品（輸出） 

 

（輸出差止申立ての受理前の公表等） 

69 の４―６ 前記 69 の４―２の規定に基づき提出された「輸出（積戻し）

差止申立書」の記載事項及び添付資料に不備がないことを確認したとき

は、速やかに以下の事務を行うものとする。 

  及び  （同左） 

   侵害すると認める理由の開示 

   申立先税関の本関知的財産調査官は、侵害すると認める理由（申立人

が提出した侵害の根拠となる鑑定書等）を、利害関係者から開示の要請



別紙１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 4  

改正後 改正前 

があった場合は、その写しの交付等により、原則として開示するものと

する。なお、申立先税関の本関知的財産調査官は、その開示にあたっ

て、複写による資料の正確な再現が困難である等やむを得ないと認めら

れる場合は、申立人に対して、副本の提出を求めることができるものと

する。 

   （省略） 

   利害関係者意見書の開示 

   申立先税関の本関知的財産調査官は、利害関係者から提出された意見

書（追加意見書を含む。）をその写しの交付等により申立人に開示する

ものとする。ただし、営業秘密等申立人に開示することにより自らの利

益が害されると認められる事項として、当該利害関係者が非公表として

いる部分を除くものとする。なお、申立先税関の本関知的財産調査官

は、その開示にあたって、複写による資料の正確な再現が困難である等

やむを得ないと認められる場合は、利害関係者に対して、副本の提出を

求めることができるものとする。 

 

第８節 知的財産侵害物品（輸入） 

 

（輸入差止申立ての受理前の公表等） 

69 の 13―６ 前記 69 の 13―２の規定に基づき提出された「輸入差止申立書

」の記載事項及び添付資料に不備がないことを確認したときは、速やかに

以下の事務を行うものとする。 

  及び  （省略） 

   侵害すると認める理由の開示 

   申立先税関の本関知的財産調査官は、侵害すると認める理由（申立人

が提出した侵害の根拠となる鑑定書等）を、利害関係者から開示の要請

があった場合は、その写しの交付等により、原則として開示するものと

する。なお、申立先税関の本関知的財産調査官は、その開示にあたっ

て、複写による資料の正確な再現が困難である等やむを得ないと認めら

れる場合は、申立人に対して、副本の提出を求めることができるものと

する。 

があった場合は、その写しの交付等により、原則として開示するものと

する。 

 

 

 

   （同左） 

   利害関係者意見書の開示 

   申立先税関の本関知的財産調査官は、利害関係者から提出された意見

書（追加意見書を含む。）をその写しの交付等により申立人に開示する

ものとする。ただし、営業秘密等申立人に開示することにより自らの利

益が害されると認められる事項として、当該利害関係者が非公表として

いる部分を除くものとする。 

 

 

 

 

第８節 知的財産侵害物品（輸入） 

 

（輸入差止申立ての受理前の公表等） 

69 の 13―６ 前記 69 の 13―２の規定に基づき提出された「輸入差止申立書

」の記載事項及び添付資料に不備がないことを確認したときは、速やかに

以下の事務を行うものとする。 

  及び  （同左） 

   侵害すると認める理由の開示 

   申立先税関の本関知的財産調査官は、侵害すると認める理由（申立人

が提出した侵害の根拠となる鑑定書等）を、利害関係者から開示の要請

があった場合は、その写しの交付等により、原則として開示するものと

する。 
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   （省略） 

   利害関係者意見書の開示 

   申立先税関の本関知的財産調査官は、利害関係者から提出された意見

書（追加意見書を含む。）をその写しの交付等により申立人に開示する

ものとする。ただし、営業秘密等申立人に開示することにより自らの利

益が害されると認められる事項として、当該利害関係者が非公表として

いる部分を除くものとする。なお、申立先税関の本関知的財産調査官

は、その開示にあたって、複写による資料の正確な再現が困難である等

やむを得ないと認められる場合は、利害関係者に対して、副本の提出を

求めることができるものとする。 

   （同左） 

   利害関係者意見書の開示 

   申立先税関の本関知的財産調査官は、利害関係者から提出された意見

書（追加意見書を含む。）をその写しの交付等により申立人に開示する

ものとする。ただし、営業秘密等申立人に開示することにより自らの利

益が害されると認められる事項として、当該利害関係者が非公表として

いる部分を除くものとする。 

 

 


